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会社概要	
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個人履歴	



❶	

SDGs-持続可能な開発への道のり�
n 来た道-前半戦 
n 行く道-後半戦 
n 周回遅れのニッポン頑張れ!!企業事例紹介�
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欧米先進の世界では国連採
択翌月の2015年10月から担
い手である企業市民と消費
者市民の知るところとなり…
行動が本格化。	
	
こういうことに非常に疎い…
わが国では2017年1月末（つ
まりは3週間前あたりから)
やっと国民の目に触れるよう
になってきました⁉	
	
周回遅れではありますが…*\
(^o^)/*ニッポン。	

※ちなみに本研修（奈良県）に
ては昨年のプログラムから基軸
にはめました…本項で5本め。
霞ヶ関よりも早く?全国最新最速
の研修デス♬	



6	

	
	
今後は…ザグロゴ＝“SDGs”をどう使うかがポイントになる。	
某大手経済新聞にては	
①新たな経営計画やCSR計画の策定指針にするケース。	
②自社の製品やサービスがSDGsの課題解決にどのように	
　　生かせるのかを顧客や投資家に伝える共通言語として　	
　　使うケース。	
③社員の奮起を促し、新しい事業のアイディアを社内	
　　から拾いあげる取り組みに使うケース。	
	
…って記事も出てが…小職はもっと手取り早く生かせるのが
皆さんの今日の関心事「廃棄物の適正処理再生」だと強く思
う訳で…	
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今後は…ザグロゴ＝“SDGs”をどう使うかがポイントになる。	
某大手経済新聞にては	
①新たな経営計画やCSR計画の策定指針にするケース。	
②自社の製品やサービスがSDGsの課題解決にどのように	
　　生かせるのかを顧客や投資家に伝える共通言語として　	
　　使うケース。	
③社員の奮起を促し、新しい事業のアイディアを社内	
　　から拾いあげる取り組みに使うケース。	
	
…って記事も出てが…小職はもっと手取り早く生かせるのが
皆さんの今日の関心事「廃棄物の適正処理再生」だと強く思
う訳で…	
	

企業名　SDGS	
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12番…英語のニュアンスからすると…一
番最初の「責任ある消費」	
って変な日本語でした…その後	
「つくる責任つかう責任」	
現在は責任ある生産と責任ある消費を
経て…「持続可能な消費と生産」の日本
語訳に落ち着きました♬	



❷	

SDGs-をわがフォースに�
n ひらたこういち考察-終いからのモノづくり�
n 学術講演会予稿集の斜め読み�
n ザグロゴの拡張性をCSRの武器にセヨ�



10	

トーダイ学術講演-予稿集の概説❶�

	
	
	
	
	
予稿集[proceeding]　
prəsídɪŋ(米国英語)の
概説ってのも可笑しな
もんですけど。	
せっかくなので…	
	
	
	
	
	



11	

	
	
	
	
全4ページで	
起承転結…	
	
	
	
	

トーダイ学術講演-予稿集の概説❷�
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持続可能な社会への開扉を意識セヨ�

開扉（かいひ）扉が開
くこと≒ご開帳…いよ
いよ環境プランナーの
活躍の舞台が…♪	

	
	
	
	
起承転結	
の「起」…	
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国連目線で考えるサプライ管理トハ�

サプライ管理とは現在
はサプライチェーンマ
ネジメントでカタカナの
前は「供給連鎖管理」
でした…♪	

	
	
	
	
起承転結	
の「承」…	
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廃棄物管理を全体最適化し到達セヨ�

モノづくりを動脈産業
（川上側）。廃棄物の
処理再生は静脈産業
（川下側）とも表現され
ます…♪	

	
	
	
	
起承転結	
の「転」…	
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SCMからSLMで責任ある消費を！�

動静脈連携は「持続可能な責任と消費」
へ昇華可能 
まさに「グリーン・コンシューマからスマー
ト・コンシューマへ」*1の転換期…♪	

	
	
	
	
起承転結	
の「結」…	
	
	
	
	

*1公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会（NACS）	
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http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/
sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/ 
国際連合広報センター（SDGsのロゴダウンロード頁）日本語版 

もう一度、ザグロゴ17パネルをみてみ
ましょう♫	
それと先発隊の欧米では有識者から
「企業はザグロゴ17パネルを一部のみ
ツマミ食いしてはならない」と警鐘が鳴
らされています…ご注意を♬	
あと人権もoffsetできない…	
日本はあまあま	
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ラギー教授は	
「企業はSDGs17の目標のすべてに対する可能な貢献につい
て評価をするつもりがないようにみえる。マテリアリティ(重要
性)、または単にビジネスのリスクとビジネスチャンスを判断
基準にイイトロドリを「チェリーピッ ク（ツマミ食い）」をする傾
向があるのは困ったことだ（怒）」と指摘しました。	
	
また人権と気候変動の根本的な違いとして、人権はカーボン
オフセットのようにオフセット（埋め合わせ）することができな
いことも強調しました。	
(在英：サスティナヴィジョン下田屋　毅レポートより意訳引用)		
　　　　　　　hLp://www.sustainavisionltd.com	
	

John Gerard Ruggie	
米国政治学者　アナン国
連事務総長時代のシニア
アドバイザーを務め、企業
に対しての人権・労働基
準・環境分野への9原則
「グローバルコンパクト」設
立の立役者。	
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http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/
sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/ 
国際連合広報センター（SDGsのロゴダウンロード頁）日本語版 
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http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/
sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/ 
国際連合広報センター（SDGsのロゴダウンロード頁）日本語版 
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http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/
sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/ 
国際連合広報センター（SDGsのロゴダウンロード頁）日本語版 
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http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/
sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/ 
国際連合広報センター（SDGsのロゴダウンロード頁）日本語版 
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http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/
sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/ 
国際連合広報センター（SDGsのロゴダウンロード頁）日本語版 
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http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/
sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/ 
国際連合広報センター（SDGsのロゴダウンロード頁）日本語版 



❸	

終いからのモノづくり-ナニをどう考えるのか�
n 来た道-サプライ・チェーン管理から�
n 行く道-サプライ・ループ管理へ�



≪両端のある—クサリ≫ではなく…口角のあがった高付加価値
の≪両端をつないだ→チェーン≫へ…それが資源を使い捨てて
環境負荷を増大させる物づくりから、廃棄物から資源を再生し
て何度も使い続ける循環型社会へのビジネスモデルですよ♪�

“鎖”端をつないで“輪っか”へ�

Supply_Chain_Managemennt	

Supply_Loop_Managemennt	
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設計・生産	 使用	 廃棄	

分別	

選別	
処理	

特別処理	処理	

再
生	

埋立処分など	
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設計・生産	 使用	 廃棄	

分別	

選別	
処理	

特別処理	処理	

再
生	

埋立処分など	
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設計・生産	 使用	 廃棄	

分別	

選別	
処理	

特別処理	処理	

再
生	

埋立処分など	
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20世紀型は

「動脈はドン

ドン作り売り

捲る…静脈は

粛々と後始

末…でしたか

ら役割は極め

て明確!!でし

た。では「環

境の世紀21世

紀は」…? 

動脈と静脈の境界は…?�

循環型社会へ向
けては動静脈の
混沌連携に♫…!　�

　　　　　　　　　　　�

“大量生産・大量消費・大量廃棄”　
20世紀型からの決別をした（筈
の）21世紀は“環境の世紀”…そ
れは動静脈の輻輳や入れ合いが加速
して…その境界線と役割分担はとて
も不明確になりました!（長所と短所
満載で）�
その境界は“線”ではなく“帯”…
それもグラデーションの帯域に♬�
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消
費
者	



32	

　　　　　	消
費
者	
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❹ 

コンサルタントの現場から…�
n あなたと顧客が理解し共有できるツール�
n そのために顧客に理解させるべきルール�



Step ZERO：行政庁との符合確認�

巻末にA4判のフルサイズプリントを付録綴じ込みしました。でもスキルを磨くにはデータでない
と…なので…エコシス•コンサルティング株式会社オリジナルExcel シートを 
セミナー事務局（奈良県産廃協会）から入手できるように手配致します。 

	
	
廃棄物の定義と区分：	
つまりはナニが廃棄物
（定義）で、どんな条件が
備わると（備わらないと）
産廃になるのか⁉	
本当は一番関心事デス…
当然ながらセミナーにて
の質問も集中します♬	
全部答えますが…自分で
必要なスキルを磨けばヨ
イだけデス。	
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Step 1〜25：目論見を相互確認�
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排出事業者責任
を完遂し常に利

益を生むマネ

ジメントへ-ステ
ップ1.から25.-

廃棄物処理

再生目論見チエ
ックSHEET�

巻末にA4判のフルサイズ
プリントを付録綴じ込みしま
した。エコシス•コンサルティ
ング株式会社オリジナルパ
ワーポイント＆PDFシート
をセミナー事務局（奈良県
産廃協会）から入手できる
ように手配致します。 

	
	
Stepゼロが終わったらいよい
よ創意工夫で「わが社の廃棄
物にベストマッチな処理再生
経路づくり」に着手デス♬	
大事なのは現地確認の努力
義務とかではなくて…日々の
努力を循環型社会の構築、つ
まりはTHE	GLOBAL	GOALSには
め込んで…廃棄物で一儲けす
ることです。（誤解を恐れず）	



❺ 

コンサルタントの現場から…�
n 目論見型ツールの解説スライド�



頭から尻尾までの注意義務って…�

目論見	
選
択	

契
約	

運
用	

確
認	

報
告	

排出事業者は…こんなステップで…“事業活
動に伴って排出された産業廃棄物の発生か
ら最終処分が終了するまでの一連の処理の
行程における処理が適正におこなわれるた
めの必要な措置”を講じないといけません。	
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頭から尻尾までの注意義務❶�

目論見	
選
択	

契
約	

運
用	

確
認	

報
告	

1)  わが社の事業活動に伴って排出される廃棄物にはどんなものがあって… 
2)  それが廃掃法のどの定義区分にあたるのか見当をつけて… 
3)  その廃棄物がどの場所からどれぐらいの量で…どれぐらいの頻度で… 
4)  どんな処理方法があるのか？何に再生できるかの目論見をつけて…	

自社の廃棄（排出）物の
“様子”を皮算用する	
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頭から尻尾までの注意義務❷�

目論見	
選
択	

契
約	

運
用	

確
認	

報
告	

5)  その性状（性質と状態）に合致する能力（許可）をもっている業者を探して… 
6)  候補業者の“噂話”も含め周辺の“その他情報”を斜め読みして… 
7)  見当をつけた候補の収集運搬・処分が可能な業者に連絡をとって… 
8)  契約前に“現地”に出向いて許可状況の余裕度を確認して… 
9)  廃棄物の処理に関わる情報のキャッチボールをして… 
10) 経済的基盤などのその他財務状況を把握して… 
11) 金額を決めて…	

委託先許可業者の　	
“様子”を皮算用する	
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頭から尻尾までの注意義務❸�

目論見	
選
択	

契
約	

運
用	

確
認	

報
告	

12) 処理委託契約書の“雛形”を決めて… 
13) “雛形”の項目は必ず埋めて… 
14) 処理委託契約書を締結…	

産廃ブツと業者の皮算用
を　“書面契約”にする	
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頭から尻尾までの注意義務❹�

目論見	
選
択	

契
約	

運
用	

確
認	

報
告	

15) 産業廃棄物の排出受け渡しと同時に産廃マニフェストを交付して… 
16) 回票して閉票して…確認して…のルーチンを習慣化して… 
17) 毎回毎回毎回のルーチンワークを続けて…	

“実態”が皮算用通りか　	
両睨みでひたすら運用	
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頭から尻尾までの注意義務❺�

目論見	
選
択	

契
約	

運
用	

確
認	

報
告	

18) ルーチンを回しながら… 
19) マニ記載内容と契約書に書き込んだ内容とのずれ具合を把握しつつ… 
20) “情物一致の原則”を貫きつつ… 
21) よりよい処理再生の経路に育てていく… 
22) で…たまには“現地確認”に行って“現物・現場・現状”をみてくる… 

“当初”の皮算用を実態
に則して良好化していく	
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頭から尻尾までの注意義務❻�

目論見	
選
択	

契
約	

運
用	

確
認	

報
告	

23) マニフェスト交付等の状況報告を1年分取りまとめて… 
24) 次年度6月末日迄に産廃行政庁に報告。（やっと“ピリオド”） 
25) 　⁉	

いえいえまだまだ終わりません。トドの詰まり…25）は大
事です♪PDCA回すって大好きなステップがあります。都
合、排出事業者は…全部で25の細かいステップを経なけ
ればなりません。	

実態の報告をしつつ　　
ルーチン！	

46	



頭から尻尾までの注意義務❼�

目論見	
選
択	

契
約	

運
用	

確
認	

報
告	

23) マニフェスト交付等の状況報告を1年分取りまとめて… 
24) 次年度6月末日迄に産廃行政庁に報告。（やっと“ピリオド”） 
25) ではなくてPDCA	

話題で関心事の“現地確認の努力義務”てのは
22番目ですから…それだけを（闇雲に）しても全
く意味が無いのはもうお分かりですよネ♪…。重
みづけをすると更に…リスクは前側にあります。	

実態の分析をしつつ　　
将来を展望する！	
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❻ 

コンサルタントの現場から…�
n 神（紙）マニフェストの記入確認点スライド�



紙（神）マニを知って…電子を知る�

49	

(1) 交付手続	
2 管理票の交付については、～略～ビルの管理者
等が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所
を提供する場合、～略～事業者の依頼を受けて、
当該集荷場所の提供者が自らの名義において管
理票の交付等の事務を行っても差し支えないこと。
なお、この場合においても、処理責任は個々の事
業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、
事業者の名義において別途行わなければならない
こと。	

マニフェスト運用…ジョウブツ一致の原則をつ
かさどる委託契約書…?!排出側が誹りを免れ
ない産廃マニフェストの交付にかかわる部分
なので…電子化も大事な次世代ですが…まず
は紙マニの立て付けを理解してください。いっ
つも質問されることはほとんど通知に書いて
ありますから…ご確認を（笑）	

https://www.env.go.jp/hourei/add/k033.pdf 
　（『産業廃棄物管理票制度の運用について（通知）』通知番号は
環廃産発第110317001号でいわゆる第116号平成13年3月23日
付通知の踏襲コピペ通知です）	
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9番は何も書かずに上側の四角□に　

チェックマーク✔を入れること！ 
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